
※イベントや講座などは中止・延期・内容が変更になる場合があります。 最新の情報は、本市公式ウェブサイトか、各問い合せ先でご確認ください。

水田活用の直接支払交付金における「5年水張りルール」の見直し
問	鳥取市農業再生協議会事務局
	 本庁舎農政企画課（46番窓口）	  0857-30-8304    0857-20-3947
	 JA 鳥取いなば本店営農企画課	  0857-32-1142

　国の水田政策が作物に着目した支援に見直し
となり、「水張りルール」も見直されました。
■令和 9 年度以降、「5年水張りルール」の廃止
　令和 9年度以降は、5年に 1回の水張りを求
められなくなります。
■令和 7 年度・8 年度の対応
　令和 7年度または 8年度において、連作障害
を回避する取り組みを行った場合、水張りしな

くても交付対象となります。
■注意
　1カ月以上のたん水管理をする場合は、協議
会による現地確認が必要です。実施の 1週間前
までには協議会事務局までご連絡ください。
※災害復旧または基盤整備に関する事業が実施
されている場合は、5年間に一度も水張りが行
われていない場合であっても、交付対象です。

市営住宅入居者募集
問	本庁舎建築住宅課（26番窓口）
	0857-30-8371   0857-20-3919

■申込書について（各総合支所でも対応可）
配布開始日	 2 月 2日（月）
提出期間	 2 月 9日（月）〜 16日（月）
配布・提出場所	 ▷鳥取県住宅供給公社
	 ▷各総合支所産業建設課

※詳しくは申込書をご覧ください。
◆2 月募集住宅	
（EV）…エレベーター有り

種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）

公　営

湯　所 2LDK 1 27,400 ～ 36,200

湖　山
3DK 3 26,300 ～ 34,700

2LDK 2 25,600 ～ 33,800

賀　露

3DK 5 24,900 ～ 32,900

2DK 3(EV) 23,600 ～ 31,100

2DK 4(EV) 23,700 ～ 31,300

旭　町

3DK 2 20,500 ～ 27,100

3DK 3 24,600 ～ 32,500

3DK 2 24,100 ～ 31,800

用瀬 鷹狩 3DK 1,2 ※1 21,600 ～ 40,500

用瀬 三角 3DK 1,2 ※1 23,000 ～ 53,000

特公賃 湖　山 3DK 1 68,000 ～ 80,000

※1：一戸建て住宅（2階建て）
2DK以下は単身者優先、それ以外は家族世帯優先

国民年金保険料の
お支払いは口座振替で
問	本庁舎保険年金課（9番窓口）
	0857-30-8224    0857-20-3906

問	日本年金機構鳥取年金事務所
	0857-27-8311

　国民年金保険料の納付を口座振替にすると、
ご希望の口座から自動で引き落としになり便利
です。また、早割や前納などの割引があります。
　口座振替の申し込みは、本庁舎 9番窓口、各
総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所で
す。郵送でも受け付けています。
※前納期間やお申込期限など、くわしくはお問
い合わせください。

と　　き	 4月1日（水）～令和9年3月31日（水）
対 象 者	 市内在住で、おおむね 60歳以上の人
料　　金	 要年会費

※別途費用がかかる教室もあり
申込方法	 往復はがき（1人 1 枚）に次の必要

事項を記入し、問い合わせ先に郵送
【往信用の裏面】
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、年齢、希望教室名（囲碁希望
者は、ご自分の段または級も明記。い
け花希望者は、①（午前）か②（午後）
を明記）

【返信用の表面】
申込者の郵便番号、住所、氏名

※気高・鹿野会場は、それぞれの総合福祉センター
へ直接電話でお申し込みください。

申込期間	 2 月 1 日（日）～ 3 月 1 日（日）
※消印有効

※応募者多数の場合は抽選。1 人 1 教室とし、
複数応募は不可。定員に満たない教室は 3月
下旬に再募集。再募集での重複応募は可能。
※募集要領は、鳥取市社会福祉協議会にありま
す。詳しくはお問合せ先まで。

■鳥取会場（鳥取市高齢者福祉センターほか）
問	鳥取市社会福祉協議会

教室名 定　員 曜　日 時　間

囲 碁 80 人 月～土 13:00 ～

将 棋 50 人 月～土 13:00 ～

書 道 42 人 第 2・4火 13:00 ～

民 謡 30 人 第 2・4金 14:00 ～

教室名 定　員 曜　日 時　間

いけ花 ①午前 20人
②午後 20人 第 2・4水 ①  9:30 ～

②13:00 ～

謡 曲 30 人 第 1・3金 13:30 ～

おどり 25 人 第 1・3月 13:30 ～

日本画 30 人 第 2・4火 9:30 ～

短 歌 30 人 第 2・4月 13:30 ～

俳 句 20 人 第 1火 13:30 ～

表 装 40 人 第 2・4木 13:00 ～

詩 吟 35 人 第 1・3月 9:30 ～

陶 芸 40 人 第1・3木・金、
第 4金 13:00 ～

手工芸 35 人※1 第 1・3水 13:30 ～

※ 1：定員変更の可能性あり

■気高会場
問	気高町総合福祉センター
	0857-82-2727  0857-82-3171

教室名 と　こ　ろ 曜　日 時間

陶　芸 気高町焼き物工房 第 2・4木・金 9:00～

■鹿野会場
問	鹿野町総合福祉センター
	0857-84-3113  0857-84-2453

教室名 と　こ　ろ 曜日 時間

陶　芸 鹿野町老人福祉センター 火～木 9:00～

木　工 鹿野町老人福祉センター 水 午後

令和8年度趣味の教室
問	鳥取市社会福祉協議会（〒680-0845 富安二丁目104-2）    0857-24-3180  0857-24-3215

「社会保険料納付済額
通知書」を発行します
問	本庁舎市民税課（21番窓口）
	0857-30-8147   0857-20-3921

　確定申告などの社会保険料控除の対象となる
各保険料をまとめた「保険料納付済額通知書」
を希望される人に発行しています。事前に申請
された人には、1月下旬に郵送しています。
　申請されていない人で、保険料納付済額の確
認を希望される場合は、下記担当課または各総
合支所市民福祉課（ ・ 10㌻）まで
お問い合わせください。詳しくは本
市公式ウェブサイトをご覧ください。

【各保険料についての問い合わせ先】
▷国民健康保険料

問 本庁舎収納推進課（21番窓口）
 0857-30-8152    0857-20-3920

▷後期高齢者医療保険料
問 本庁舎保険年金課（13番窓口）
 0857-30-8225    0857-20-3906

▷介護保険料
問 本庁舎長寿社会課（13番窓口）
 0857-30-8212    0857-20-3906

高額療養費の支給申請
問	本庁舎保険年金課（９番窓口）
	0857-30-8222    0857-20-3906

　国民健康保険に加入している人が医療機関に
かかる時、窓口でマイナ保険証や限度額適用認
定証を提示すれば、一つの医療機関での毎月の
支払いは自己負担限度額までとなります。
　このほか、申請をすることで医療費の払い戻
し（高額療養費の支給）が受けられる場合があ
ります。
【例】
・外来＋調剤で支払い額が限度額を超えた場合
・外来＋入院で支払い額が限度額を超えた場合
・同じ世帯の複数の国保加入者が、それぞれ限
度額まで支払いをしている場合　など
※70歳未満の人は、21000円未満の支払いは
合算対象外
※差額ベッド代や保険のきかない治療代および
食事代は対象外

※診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効の
ため申請できません
　詳しくは本市公式ウェブサイトを
ご覧ください。
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